
令和元年(2019年)9月24日第 2983号 金沢市 公報 (毎月 3回 1日 11日 21日発行)

。目次

・告示

0生活保護法等の規定に基づく医療扶助等のた

めの医療を担当させる機関の指定について

(生活支援課)

O生活保護法等の規定に基づく指定医療機関の

ページ 10燃やすごみ等の収集等手数料の徴収事務の委

託について

O市道の区域の変更について

.公生
"" 

(リサイクル推進課)

(道路管理課)

0金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基

づく屋外広告物講習会の開催について

3 

3 

事業の廃止について ( " (景観政策課) 3 

0生活保護法等の規定に基づき指定を受けた施

術者の施術所の名称、及び所在地の変更につい

て (" 

0障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律の規定による事業者の指定

0建築基準法の規定に基づく道路の位置の指定

の取消しについて (建築指導課) 4 

2 1 0開発行為に関する工事の完了について

( " ) 4 

.消防局公告

について (障害福祉課) 2 1 0消防車のサイ レンの使用について (警 防 課 ) 5 

0児童福祉法の規定による医療機関の指定につ

いて (地域保健課) 2 

とtニ
ロ 刀て

⑨金沢市告示第134号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合を含

む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので、生活保護法第55条の

3第 l号の規定により次のとおり告示します。

令和元年9月24日

金沢市長 山 野 之 義

1 病院、診療所又は薬局

名 称 所在地 指定年月日

石田病院 金沢市寺町3丁目10番15号 令和元年7月1日

沢田皮ふ科医院 金沢市下新町6番30号 令和元年7月1日

せせらぎ歯科クリニック 金沢市大額3丁目233番地 令和元年8月8日

白根歯科クリニック 金沢市伏見新町276番地 l 令和元年6月1日

2 訪問看護事業者

訪問看護事業者 訪問看護ステーション
指定年月日

名 粉、 主たる事務所の所在地 名 科、 所在地

社会医療法人財団董仙会 七尾市富岡町94番地 けいじゅ金沢訪問看護ス 金沢市下新町6 令和元年7月17日

ァーンヨ/ 番26号

⑨金沢市告示第135号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
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留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第

55条の 3第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 廃止年月日

石田病院 金沢市寺町3丁目10番15号 令和元年6月30日

沢田医院 金沢市尾張町 1丁目 2番26号プリオール金沢 令和元年6月30日

白根歯科クリニック 金沢市伏見新町276番地 l 令和元年 5月31日

⑨金沢市告示第136号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第 2項において準用する同法第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永件帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14

条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により指定を受けた施術者から施術所の名称及び所在地を変更

した旨の届出があったので、生活保護法第55条の 3第2号の規定により次のとおり告示します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義

施術者の氏名
施術所の名称 施術所の所在地

変更年月日
変更後 変更前 変更後 変更前

園 田 忠 くにた接骨院 園田接骨院 金沢市四十万町北 金沢市若草町16番 令和元年8月1日

イ101番地 2 12号レジデンス若

草 1階

⑨金沢市告示第137号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第 1項の規定によ

り指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第51条第 l項の規定により告示します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 指定

所在地 事務所の所在地 ビスの種類 対象者 年月日

金沢市糸田二
株式会社さく 金沢市窪三丁

パートナーズ 丁目 181番地 居宅介護 令和元年
1710105204 

ヴ、ィレーラ 1
らパートナー 目43番地クレ

重度訪問介護
特定なし

金沢中央
ス ア101号

9月1日

階

障がい福祉サ
金沢市諸江町 合同会社アイ

金沢市天神町
知的障害者 令和元年

1720105210 ービス事業所 1丁目14番16 共同生活援助

あんず
4番8号 リス

号
精神障害者 9月1日

⑨金沢市告示第138号

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の 2第2項の規定により指定小児'慢'性特定疾病医療機関として次のと

おり指定したので、同法第19条の19第 l号の規定により告示します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義
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名 称 所在地

金沢市小立野3丁目28番17号

指定年月日

半囲内科医院 令和元年 9月 1日

⑨金沢市告示第139号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第 1項の規定により燃やすごみ等収集手数料の徴収事務を次の

とおり委託したので、同条第 2項及び金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第53条第3項の規定により告示します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義

1 委託した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに委託し

た期間

氏名(名称及び代表者の氏名)

株式会社平和堂フレンドマート野々市庖

庖長茨木慎悟

2 委託した事務

燃やすごみ等収集手数料の徴収事務

3 委託した期間

令和元年 9月2日から令和 2年 3月31日まで

⑨金沢市告示第140号

住所(事務所の所在地)

石川県野々市市二 日市4丁目143番地

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和元年 9月24日から同年10月8日まで一般の縦覧に供

します。

令和元年 9月24日

道路の
路線名

種類
区

1 級 1 級 幹 線 58号 千 田

幹線 大 浦 百 坂 線 千 田

公

田T ホ

田T ホ

金沢市長 山

間

36番 1先から

73番 3先まで

とヒ
Eヨ

新|日

の別

|日

新

野 之 義

幅員 (m) 延長(m)

4. 7~ 7.4 40. 0 

6.5~ 1 3.1 40. 0 

金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第32条第 1項の規定により屋外広告物講習会を開催する

ので、金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則(平成8年規則第 2号)第27条第 1項の規定により次のとおり公告

します。

令和元年 9月24日

l 講習会の日時

令和元年11月8日(金) 午前 9時15分から午後 5時まで

2 講習会の場所

金沢市鞍月 2丁目 l番地

石川県地場産業振興センタ-

3 受講対象者

屋外広告物に携わる者(定員50名)

4 講習の科目

(1) 屋外広告物に関する法令

3 

金沢市長 山 野 之 義
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(2) 屋外広告物の表示の方法

(3) 屋外広告物の施工

5 講習の免除

金沢市 公報

次の(1)からは)までのいずれかの資格等を有する者については、 4の(3)に掲げる屋外広告物の施工の講習を免除す

るので、当該資格等を証明する書類を受講申込書に添えて提出すること。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第 1項に規定する建築士

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第 1項に規定する第 1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技

術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の 7第3項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓

練若しくは同法第24条第 1項の認定に係る職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第

1項の規定による職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者

6 受講申込書の受付期間

令和元年10月1日(火)から同月21日(月)まで(必着)

7 受講申込書の提出先

金沢市本町2丁目 7番 l号越田ビル3階

石川県屋外広告業協同組合

8 講習手数料

2，500円

9 問合せ先

金沢市役所都市整備局景観政策課

電話 (076) 220 -2364 

石川県屋外広告業協同組合

電話 (076) 222 -6223 

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第 1項第 5号の規定による道路の指定を取り消したので、建築基準法

施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条第 1項の規定により、次のとおり公告します。

なお、関係図書は、金沢市都市整備局定住促進部建築指導課において縦覧に供します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義

取り消した道路の位置等

指定番号 指定取消しの年月日 取り消した指定道路の位置 延長(m) 幅員 (m)

第526号 令和元年9月4日 金沢市入江 1丁目605番及び604番2の一部 25.00 4. 60 

第589号 令和元年9月5日
金沢市戸水町タ 8番 3、34番2、35番2、49番2、73番 1

及び73番 3並びに金沢市所管の法定外公共物の一部
135. 00 17.00 

金沢市戸水町リ82番、 83番 1、84番 1、ヨ99番 1、99番2、

100番 1、100番2、101番 1、101番2、102番 1、102番2、
130. 00 6.50 

第648号 令和元年9月5日 103番 l、103番2、104番 l、104番2、105番 l、105番2、
130. 00 11. 00 

タ14番、 15番、 26番、 27番及び53番 1並びに金沢市所管の

法定外公共物の一部

第235号 令和元年9月11日 金沢市笠舞 3丁目600番 10.00 4. 00 

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

令和元年 9月24日

金沢市長 山 野 之 義
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称、 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類位置及び区域

金沢市北森本町ロ33番 1 金沢市北森本町ル33番地

森 大輔

金沢市北森本町ル33番地

森 裕美

金沢市小坂町北87番 lから87番16まで 金沢市高畠 3丁目124番地 道路金沢市小坂町北87番 5

株式会社ラディカルジャパン 調整池金沢市小坂町北87番12

代表取締役浜浩三

消防 局 公 &. 
Eコ

消防訓練のため、次により消防車のサイレンを使用します。

令和元年 9月24日

金沢市消防長 清

場所 金沢市金石消防署管轄区域内(大野町4丁目地内)

日 時 令和元年9月30日(月) 午後2時から午後3時まで

j頼 守

-5-
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